
１．退職給付金の種類について 

◆退職給付金の受け取り方を今一度ご確認ください！ 

 年度末が近づいてきましたね。この時期は退職給付金の申請に関するお問合せが多くあります。退職給

付金は加入期間が 12 ヵ月以上の場合に支給されますので、退職給付金受給申請書を受給者の自署及び施

設代表者印を押印のうえ、事務局までご提出ください。今回は種類について掲載いたします！ 

＜退職給付金の種類＞ 

受取人 加入期間 種類 内容 

加入者本人 
20 年以上 

１)退職年金 60 歳から 20 年間、 

年４回年金を給付します。 

２)退職年金一時払 退職年金を一括で給付します。 

１年以上 20 年未満 ３)退職一時金 退職金を一括で給付します。 

加入者遺族 
20 年以上 

４)遺族年金※対象者は配偶者のみ 20 年間、年４回年金を給付します。 

５)遺族年金一時払 退職年金を一括で給付します。 

１年以上 20 年未満 ６)遺族一時金 退職金を一括で給付します。 

※加入期間は６ヵ月以上１年未満で退職した際は、退職給付金ではなく慶弔給付金をご提出ください。 

 

２．結婚した際の届出の注意点について  

◆受給申請受付後に、口座名義が変更されていたために振り込み不能となってしまう場合があります。 

給付金の振込口座の名義は、「氏名変更届」の手続が済んでいれば、旧姓・新姓どちらでも構いませ

ん。ただし、振り込みが確認できるまで口座名義は変更しないでください。振り込み完了まで１か月ほど

お時間をいただきます。申請書と異なる口座名義の場合、振り込みができなくなり支給が遅れる原因とな

ります。 

なお、氏名変更や送金先の変更は、紙申請のみ受付けています。横浜市社協 HP 年金共済事業の「事業

関係文書・各種様式・書式ダウンロード」のページにございます「氏名・送金先 変更届」の該当する部

分のみご記入のうえ、事務局までご提出ください。書式ダウンロードのページはコチラ！↓ 

https://www.yokohamashakyo.jp/corp/nenkin-kyosai/download/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．3月の事務スケジュール 
①【提出書類の締切日】 施 設・団 体 ⇒⇒⇒ 社協（共済担当）  3/10 締切 

※10 日が土日祝の場合は前営業日が締切となります。 
 

②【給付金振込日（2/10〆受付分）】3/10 予定 
 【支給通知書の発行 3/10 振込分】3/10 頃予定 
 
③【加入者の承認通知書 ・ 掛金請求書等 （3/10〆受付分）】 

社協（共済担当） 3/20 頃発行予定  ⇒⇒⇒⇒  施設・団 体 
  ※払込取扱票は自動振替の手続中または諸事情により遅延中の施設様のみ郵送します。 

それ以外の書類はログインが困難かつ「郵送希望あり」の施設様のみとなります。 
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに毎月掲載） 

◆最新情報をメールでお知らせします。  登録はこちらから ⇒ 横浜市社協 メール配信 検索 

横浜市社協 
年金共済キャラクター  
ハッチちゃん 
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